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　労働時間７時間・昼休憩45分のパートの事務職員から、「子供を迎えに行く都合から、今後昼は休憩を取らずに働くので、早
く帰らせて欲しい」との申し入れがありました。会社としての問題も業務の支障も特にありません。双方の合意があることです
し、終業直前に昼休憩を取得したものと考えて、早く帰らせても問題ないでしょうか。

　労働基準法では、使用者は労働者に対し労働時間が６時間を超える場合は、少なくとも45分、８時間を超える場合は少なくと
も１時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとされていますので、「休憩を取らないことの合意」があったと
しても、ご相談にありますような取扱いはできません。

　ご質問のケースでは、職員の方が、恒常的に早く帰ることを希望されていますので、１日の所定労働時間を６時間以内に変更
したり、始業終業時刻を繰り上げることなどが考えられます。また、職員の中には、毎日ではないけれども早く帰りたい日や遅く
出勤したい日がある方もおられると思います。そういった場合に、早出・遅出出勤やフレックスタイムなどの制度が導入されてい
れば、年休を使用しなくても、柔軟な対応ができるようになります。
　個々の職員のライフスタイルに応じた様々な働き方が可能な職場環境を作ることは、人材の確保や定着率向上にもつながり
ますので検討されてはいかがでしょうか。
　
　

お気軽にご相談ください！

こうち労政情報
２０１9年
１月号

高知県商工労働部雇用労働政策課発行　第１１１号雇用労働政策課のホームページにも掲載しています。

飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画

「高知県ワークライフバランス推進企業」　新規認証企業のご紹介
　県では、男女が共に働きやすく、従業員の方々が働き続けられる職場環境づくりに積極的に取り
組んでいる企業を「高知県ワークライフバランス推進企業」として認証し、その取組を支援していま
す。　平成３０年12月に認証した新規認証企業をご紹介します。
 　

【認証番号】会社名等 取組内容

【237】　　次世代育成支援部門

医療法人一条会渡川病院
四万十市具同２２７８－１

◆時間単位で取得できる看護休暇制度があり、給与、賞与、定期昇給の算定にあたって
は、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

◆共同運営している託児所（キッズハウスどんぐり）があり、従業員が利用することができ
る。

【238】　　健康経営部門

株式会社津島工業
高知市大谷公園町２０番２３ー１３号

◆社員のコミュニケーション向上のため、定期的に慰労食事会を開催している。

◆従業員が定期健診を受診勧奨する就業規則の整備がなされている。

【239】　　健康経営部門

高陽開発有限会社
高知市布師田１８９６－６

◆対象者に対し、保健指導を行っている。

◆従業員の食生活の改善のため、社内にポスター等を貼って情報を発信している。

【240】　　次世代育成支援部門

社会福祉法人明成会
高岡郡四万十町仁井田字倉木４６２番地

◆半日単位で取得できる休暇制度がある。

◆妻の出産時に２日間の出産支援休暇（特別休暇）を取得できる。

お問合せ先 　商工労働部雇用労働政策課　労政担当　電話：088-823-9763

休憩時間を取得しないとの申し入れについて

双方の合意があったとしても労働基準法違反になります。



　　

事業主の皆様へ

 高知市帯屋町のアーケード内にある「ジョブカフェこうち」では、
39歳以下の求職者を対象に、５日間企業で仕事を体験する｢職場体験講習」
を実施しています。（平成29年度までは｢しごと体験講習｣として実施）

 講習終了後、企業と求職者の合意があれば、雇用となる可能性がある
制度です。正社員を募集したい事業所の皆様、まずは受入事業所登録を
お願いします。

 ★講習期間は事業所と受講者の雇用契約はありません。
 ★体験前の企業見学の受け入れにもご協力をお願いします。

ジョブカフェこうち ☎ 088-802-2025 スタッフが説明に伺います！
　

・企業には指導料が支
給されます。
 1,000円／日・人
 

・受講者には1日の講習
時間に応じて講習手当
が支給されます。
４時間未満 2,950円/日
４時間以上～8時間以内
      5,900円/日

事業主の皆様へ  
平成３０年度「職場体験講習」受入事業所☆募集中！

762円 　平成30年1２月３０日から高知県電子部品・デバイス・電子回路、電子応用
装置、映像・音響機械器具製造業最低賃金は時間額７88円以上としなければ
なりません。

使用者も　労働者も　必ずチェック最低賃金！　

☆お問い合わせ先☆    高知労働局　労働基準部　賃金室     
 ℡０８８－８８５－６０２４          httｐｓ://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/

「働き方」が変わります！！

主な改正点
①時間外労働の上限規制が導入されます！（施行：2019年4月1日～ ※中小企業は2020年4月1日～）

②年次有給休暇の確実な取得が必要です！（施行：2019年4月1日～）

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！（施行：2020年4月1日～

  ※中小企業は2021年4月1日～）

■問い合わせ先■
高知労働局雇用環境・均等室（電話 088－885－6041）

事業主の皆様へ

２０１９年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます。

■働き方改革関連法の詳細は、厚生労働省ホームページ「働き方改革の実現に向けて」をご覧ください。

「働き方改革 厚生労働省」で検索してください。


